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タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
残
業
代
を
払
え
！

国
際
自
動
車
事
件
、
最
高
裁
で
勝
訴

い
う
判
断
だ
っ
た
。
タ
ク
シ
ー

労
働
者
の
残
業
代
支
払
い
に
道

を
開
く
画
期
的
な
も
の
だ
っ
た
。

「
こ
れ
は
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
な

ど
他
の
業
種
に
も
波
及
す
る
」

と
指
宿
弁
護
士
は
い
う
。

最
高
裁
判
決
で
裁
判
は
高
裁

に
差
し
戻
し
に
な
り
、
残
業
代

支
払
い
が
実
現
す
る
こ
と
が
確

定
し
た
。

金
額
は
数
次
の
裁
判
を
含
め

る
と
億
単
位
に
な
る
と
い
う
。

原
告
の
全
国
際
自
動
車
労
組
の

伊
藤
委
員
長
は
、
集
会
で
発
言

を
求
め
ら
れ
、
「
泣
き
そ
う
で
話

せ
な
い
。
泣
い
ち
ゃ
う
か
ら
喋

り
た
く
な
い
」
と
だ
け
語
り
、

う
れ
し
さ
を
噛
み
し
め
て
い
た
。

３

月

日
、
最
高
裁
判
所

30

前

に

は

、

厚

着

を

し

た

多

く

の

労

働

者

が

固

唾

を

の

ん
で
判
決
を
待
っ
て
い
た
。

時

、
「
国
際
自
動
車
残
業

16代

請

求

事

件

」

の

最

高

裁

判
決
が
下
さ
れ
た
。

原

告

（

な

か

ま

ユ

ニ

オ

ン

）

が

広

げ

た

垂

れ

幕

に

は

「

最

高

裁

で

勝

訴

」

の

文
字
が
踊
っ
て
い
た
。
「
オ

オ
ー
、
ヤ
ッ
タ
ー
」
の
声
、

金
額
を
差
し
引

い
て
い
た
。
つ

ま
り
、
実
質
的

に
は
残
業
代
が

支
払
わ
れ
た
と

は
い
え
な
い
状

況
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
今
回
の

最

高

裁

判

決

は
、
組
合
側
の

主
張
を
全
面
的

に
受
け
入
れ
、

ご
ま
か
し
の
形

式
的
や
り
方
で

は
な
く
「
労
基

法

条
に
基
づ

37
き
割
り
増
し
賃

金
を
払
え
」
と

そ
し
て
拍
手
が
広
が
っ
た
。

担

当

の

指

宿

昭

一

弁

護

士

は

「

８

年

間

長

か

っ

た

が

よ

か

っ

た

。

ホ

ッ

と

し

た
」
と
笑
み
を
こ
ぼ
し
た
。

会

社

は

残

業

代

は

支

払

っ

て
い
る
と
主
張
し
て
き
た
。

確

か

に

、

形

式

上

は

残

業

代
が
支
払
わ
れ
て
い
た
が
、

会

社

は

「

賃

金

規

則

」

に

基

づ

き

、

歩

合

給

の

計

算

の

中

で

、

残

業

代

と

同

じ

パ
ー
ト
、
派
遣
は
全
員
解
雇
、
手
当
て
も
出
さ
な
い

当
時
に
比
べ
、
非
正
規
労
働

者
は
２
１
５
０
万
人
に
の
ぼ
り
、

雇
用
危
機
は
大
き
く
な
っ
て
い

る
。
労
働
組
合
の
存
在
し
な
い

職
場
な
ど
で
は
、
自
宅
待
機
の

賃
金
保
障
も
さ
れ
な
い
。
賃
金

の

％
給
付
保
証
も
知
ら
さ
れ

60
ず
途
方
に
暮
れ
る
労
働
者
も
多

く
い
る
。

厚
労
省
の
発
表
で
も
。
解
雇

者
は
４
月
２
日
現
在
で
１
２
０

０
人
を
超
え
て
い
る
。
全
国
の

「
新
型
コ
ロ
ナ
労
働
相
談
」
で

は
、
生
活
の
糧
で
あ
る
賃
金
を

失
う
こ
と
が
、
最
大
の
心
配
ご

と
に
な
っ
て
い
る
。
経
営
者
は
、

コ
ロ
ナ
を
理
由
に
、
真
っ
先
に

労
働
者
を
解
雇
す
る
。
労
働
者

を
経
営
の
調
整
便
に
す
る
こ
と

を
手
放
さ
な
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
で
、
派
遣
や
契
約
社
員

な
ど
非
正
規
社
員
が
、
契
約
更

新
さ
れ
ず
年
度
末
で
「
雇
い
止

め
」
に
拍
車
を
か
け
る
。

年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ

08
ク
時
は
、
職
だ
け
で
な
く
住
居

ま
で
失
っ
た
非
正
規
の
人
々
で

「
年
越
し
派
遣
村
」
が
で
き
た
。



「
け
ん
り
春
闘
」
中
央
総
行
動

現
下
の
情
勢
で
精
一
杯
取
り
組
み
慣
行

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

が
日
を
追
っ
て
拡
大
し
、
健
康
不

安
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
社
会

不
安
が
拡
大
し
て
い
る
。
日
常
生

活
の
領
域
で
も
、
自
粛
ム
ー
ド
が

拡
大
し
て
い
る
。
そ
れ
自
体
、
や

む
を
得
な
い
側
面
は
あ
る
が
、
生

き
る
権
利
を
求
め
る
こ
と
を
も
自

粛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
け
ん
り
春
闘
」
に
よ
る

４
月
３
日
の
中
央
総
行
動
は
、

結
集
し
た
仲
間
の
奮
闘
で
、

成
功
裏
に
取
り
組
め
た
。
総

行
動
は
現
下
の
情
勢
に
鑑
み
、

首
都
高
、
郵
政
本
社
前
集
会

は
中
止
、
夜
の
総
決
起
集
会

銀
座
デ
モ
も
中
止
の
判
断
を

し
た
。

し
か
し
、「
内
部
留
保
を
貯

め
込
み
自
分
た
ち
だ
け
の
生

き
残
り
を
画
策
す
る
財
界
に

は
言
っ
て
お
く
こ
と
あ
る
」、

「
声
の
な
い
春
闘
は
ダ
メ
だ
」

と
い
う
こ
と
で
、

時
か
ら

15

１
時
間
、
経
団
連
前
抗
議
行

動
を
行
っ
た
。

感
染
予
防
の
た
め
、
大
衆

動
員
は
取
ら
ず
、
各
労
組
の

代
表
参
加
で
組
合
旗
を
持
っ

て
き
て
も
ら
い
、
隊
列
は
間

隔
を
空
け
た
。
コ
ロ
ナ
対
策
、

雇
用
不
安
等
々
、
声
を
上
げ

た
。

に
丸
め
込
ま
れ
る
。

４
月
１
日
か
ら
は
中
小
企
業

で
も
月
１
０
０
時
間
未
満
な
ど

の
残
業
時
間
規
制
が
適
用
さ
れ

る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
は
リ
ー
マ
ン
・
シ

ョ
ッ
ク
時
の
「
派
遣
村
」
を
超

え
る
労
働
現
場
を
直
撃
す
る
。

政
府
が
労
働
者
の
救
済
支
援
策

を
進
め
る
ア
ピ
ー
ル
を
強
く
進

め
た
い
。

【
解
説
】

●
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用

労
働
法
の
施
行

大

企

業

年
４
月
１
日

20

中
小
企
業

年
４
月
１
日

21

●
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規

雇
用
の
間
の
不
合
理
な
待
遇

差
の
解
消
を
目
指
す
も
の
。

●
同
一
企
業
内
に
お
け
る
不
合

理
な
待
遇
差
の
解
消
の
取
組

同
一
賃
金
、
大
企
業
で
４
月
１
日
ス
タ
ー
ト

非
正
規
の
待
遇
是
正
を
進
め
る
が

正
社
員
と
非
正
規
労
働
者
の

間
の
賃
金
や
福
利
厚
生
な
ど
に

つ
い
て
格
差
是
正
を
図
る
「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
が
４
月
１

日
、
大
企
業
で
適
用
さ
れ
る
。

時
事
通
信
社
が
１
０
０
社
に

ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
。

社
が
「
対

62

応
が
必
要
」
と
回
答
し
て
い
る
。

非
正
規
へ
の
手
当
拡
充
な
ど
を

進
め
て
い
る
が
大
半
だ
が
、
具

体
性
に
遅
れ
が
出
て
い
る
。

具
体
例
は
「
定
年
再
雇
用
者

諸
手
当
の
改
善
」
「
ア
ル
バ
イ
ト

に
も
慶
弔
休
暇
の
権
利
」
「
契
約

社
員
の
給
与
制
度
変
更
」
が
あ

る
。
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
導

入
後
に
「
非
正
規
社
員
の
基
本
給

が
増
え
る
」
と

・
８
％
が
回
答
。

60

賞
与
、
手
当
に
つ
い
て
も
増
え
る

と
し
て
、
「
一
定
の
待
遇
改
善
が

見
込
ま
れ
る
」
と
答
え
て
い
る
。

賞
与
、
手
当
に
つ
い
て
も
３
割
強

が
増
え
る
と
し
て
お
り
、
一
定
の

待
遇
改
善
が
見
込
ま
れ
る
期
待
を

持
た
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
同
一
と
な
る
職
種

は
存
在
し
な
い
」
「
休
暇
を
与
え

る
が
、
正
規
は
有
給
、
パ
ー
ト
は

無
給
」
と
の
否
定
的
回
答
が
あ
り
、

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労

働
法
」
が
施
行
さ
れ
た
と
は
い
え
、

点
検
・
摘
発
が
な
け
れ
ば
、
資
本

を
通
じ
て
、
ど
の

よ
う
な
雇
用
形
態

を
選
択
し
て
も
納

得
が
得
ら
れ
る
処

遇
を
受
け
ら
れ
、

多
様
な
働
き
方
を

自
由
に
選
択
で
き

る
よ
う
す
る
。
点

検
・
摘
発
の
取
り

組
み
で
監
視
す
る

重
要
さ
が
あ
る
。


